
◎がん対策基本法 
（平成一八年六月二三日法律第九八号）（衆）   

一、提案理由（平成一八年六月一三日・衆議院本会議） 

○岸田文雄君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、がん対策基本法案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、我が国のがん対策がこれまでの取り組みにより進展し、成果をおさめてきた

ものの、なお、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかん

がみ、がん対策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、がん対策に関し、基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体等の責務を

明らかにすること。 

 第二に、政府は、厚生労働大臣が関係行政機関の長と協議し、がん対策推進協議会の

意見を聞いて作成した案をもとに、がん対策推進基本計画を策定すること。また、都道

府県は、この基本計画に基づき、地域のがん医療の状況等を踏まえ、がん対策推進計画

を策定すること。 

 第三に、がんの予防及び早期発見の推進、がん医療の均てん化の促進等の基本的施策

を定めること。 

 第四に、厚生労働省に、がん患者等の代表者、がん医療の従事者等から構成されるが

ん対策推進協議会を設置すること。 

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 

 本案は、去る九日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案と

することに決したものであります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、参議院厚生労働委員長報告（平成一八年六月一六日） 

○山下英利君 

……………（略）…………… 

 次に、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付

金支給法の一部を改正する法律案及びがん対策基本法案につきまして、厚生労働委員会

における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、がん対策基本法案は、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基

本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、

がん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事

項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進しようとするものでありま

す。 

 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長岸田文雄君から趣旨説明



を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 なお、がん対策基本法案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月一五日） 

 がんが日本人の死亡原因の三十一パーセントに上り、年間三十万人以上もの患者が命

を失っている現状にかんがみ、国を挙げて「がんとの闘い」に取り組むとの意志を明確

にするとともに、がん対策基本法の制定をもって、我が国のがん医療を改善する契機と

するため、政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一、本法により創設される「がん対策推進協議会」については、政府の策定する「がん

対策推進基本計画」の立案に積極的に関与する機関であるとの位置づけにのっとり、

その機能が十分に発揮できるよう配慮すること。その際、がん医療に関連する他の検

討会等との役割分担や連携の強化にも努めること。 

二、「がん対策推進基本計画」については、「健康フロンティア戦略」及び「がん対策推

進アクションプラン二〇〇五」において、平成二十六年までの十年間に「五年生存率

を二十パーセント改善する」との目標が確認されていることを踏まえ、関係府省との

連携の下、速やかに策定すること。 

三、「がん対策推進協議会」の委員構成については、がん患者が初めてがん医療の政策

立案過程に参画できるようになったことの意義を重く受け止め、がん患者の意向が十

分に反映されるよう配慮すること。 

四、がん医療に関する情報提供については、がん患者が医療機関を選択する際に役立つ

よう、各がん専門医療機関の専門分野、専門的な知識及び技能を有する医師その他の

医療従事者の数や設備の状況などの医療機能情報が、患者の視点に立って適切に提供

される体制を整えること。 

五、がんの治療法に関する情報については、手術療法、放射線療法、化学療法その他の

がんの治療法についての最新の情報を、できる限り平易な言葉で国民に提供する体制

を整えること。 

六、病状、治療方法等について、患者が医師等の説明を理解し、納得した上で治療法の

選択ができるよう、正確かつ適切な情報提供の推進、セカンドオピニオン外来・医療

相談室の拡充に努めること。あわせて、セカンドオピニオンを受けるために必要な診

療状況を示す文書やデータ等の提供について、患者の求めに応じて迅速かつ適切に対

応するよう、医療機関に周知徹底を図ること。 

七、がん専門医等の養成と配置については、がん治療の水準向上のために確保すべき外

科医、放射線腫瘍医、腫瘍内科医、病理医、麻酔医などの医師その他の医療従事者の

養成や常勤での配置、並びに新たな診断機器や治療機器等の開発、配備等の諸課題を

検討するため、厚生労働省、文部科学省等の関係府省による連絡調整を随時行い、そ



の協議内容を「がん対策推進協議会」に報告すること。 

八、放射線療法及び化学療法については、がん医療における重要性が高まってきている

ことを踏まえ、卒前教育、卒後の臨床研修の各段階において、適切な教育、研修が行

われるよう、必要な措置を講ずるとともに、これらの分野に関する人材の育成と専門

的な教育研究体制の充実を図ること。また、放射線療法の品質管理が十分に行われる

よう、適切な措置を講ずるとともに、あわせて、専門的な人材の育成に努めること。 

九、がん専門医の研修については、国立がんセンター等におけるがん専門医育成のため

の研修コースを拡充するとともに、効果的な研修を可能とするための方策を検討し、

必要な措置を講ずること。 

十、がん医療においてもチーム医療による対応の必要性が増していることにかんがみ、

看護師、薬剤師、診療放射線技師等のコメディカル・スタッフの専門的知識、技術の

習得が促進されるよう、必要な措置を講ずること。 

十一、地域におけるがん医療の充実については、医療計画におけるがん診療体制の整備

に関して、地域の医療機関が、それぞれの診療レベルに応じて機能分担し、連携を強

化することによって、質の高いがん医療を適切に提供できる体制を整えること。 

十二、緩和ケアについては、がん患者の生活の質を確保するため、緩和ケアに関する専

門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成に努めるとともに、自宅や施設におい

ても、適切な医療や緩和ケアを受けることができる体制の整備を進めること。 

十三、がん治療に係る新薬及び新規医療機器の承認については、海外で使用されながら

日本国内では未承認のために使用できない抗がん剤等の医薬品及び医療機器について、

早期に使用できるよう、多施設共同研究の推進や、有効性・安全性に関する審査の迅

速化など、なお一層の促進策を講ずること。 

十四、抗がん剤の保険適用について、認められている効能以外のがんにも有用性が認め

られ、薬事法上の承認を得た場合は直ちに保険適用とすること。 

十五、ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）対象病院の拡大に伴って、最善の医療を提供で

きなくなることがないよう、診療内容を検証するとともに、適正な診療報酬の設定に

努めること。 

十六、がん登録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研究、がん検診の評価、

がん医療の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度の更な

る推進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹底するための措置について、本法

成立後、検討を行い、所要の措置を講ずること。 

十七、予防・早期発見体制の充実については、がんの早期発見のための知識や予防法の

普及を図ること。また、最新の知見に基づき有効性が高いと認められるがん検診を地

域における検診の項目に位置づけること。 

十八、がん検診については、最新の診断機器の効率的利用や撮影技師の技能向上等によ

り、早期発見率を向上させるとともに、がん検診の事後評価を推進すること。 



十九、がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革新的ながんの予防につ

いての研究の促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知

識の普及を図るほか、喫煙者数の減少に向け、たばこに関するあらゆる健康増進策を

総合的に実施すること。 

 右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 

 


